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各 警 察 署 長 様

交 通 部 長

（ 交通規制課）

代理人による保管場所証明申請等に関する取扱いについて（ 通達）

代理人が、 自動車保管場所証明申請書、 自動車保管場所届出書、 保管場所標章交

付申請書及び保管場所標章再交付申請書（ 以下「 申請書等」 と いう 。 ） を作成又は

提出した場合における取扱いについては、 「 代理人による保管場所証明申請等に関

する取扱いについて（ 通達） 」 （ 平成 26年 12月 16日付け交通部長通達。以下「 旧
通達」 と いう 。 ） によ り 運用してきたと こ ろであるが、 代理人が、 申請書等を作成

又は提出し た場合における取扱い上の留意事項については、 次のと おり であるの

で、 関係職員への周知徹底を図り 、 事務処理上誤り のないよう にさ れたい。

なお、 旧通達は本通達をもっ て廃止する。

１ 委任状の取扱いについて

代理人の作成又は提出に係る申請書等に基づき自動車の保管場所証明等又は

保管場所届出の受理（ 以下「 保管場所証明等」 と いう 。 ） を行う 場合には、 代理

権の有無及び範囲を警察署長が確認する必要があるこ と から 、当該申請書等の受

理に際し ては、 原則と し て委任状又はその写し （ 以下「 委任状等」 と いう 。 ） を

提出さ せるこ と 。

なお、 代理権の授与には必ずし も委任状が必要と さ れていないこ と から 、 代理

人が委任状を所持していない場合もあり 得るが、自動車の保管場所証明等に係る

事務を適正に遂行するためには、委任状等により 代理権に係る確認を行う こ と が

妥当であるため、 委任状等の提出について関係者等に対し要請するこ と 。

２ 申請書等の記載事項の訂正について

代理人による申請書等の記載事項の訂正について、当該代理人が当該申請書等

の訂正に関し代理権を有するこ と を確認するこ と ができる場合には、 こ れを認め

るこ と 。

こ の場合、 原則と し て委任状等を提出さ せるこ と 。 ただし 、 既に委任状等が提

出さ れている場合であっ て、当該委任の範囲に申請書等の記載事項の訂正が含ま

れていると きは、 こ の限り でない。




